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１ 日 時  令和７年３月 19 日（水）午後 2 時 00 分 

 

２ 場 所  多治見市役所本庁舎 ４階会議室 

 

３ 会議に付した議案 

議案番号 議    案    件    名 件数  

議第８号 農地法第３条の規定による許可申請について １件 

議第９号 農地法第５条第1項の規定による許可申請について １件 

報第８号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について ７件  

 

４ 本日の議長 加納 洋一 

 

５ 出席委員の氏名 

議席番号 委 員 氏 名 備    考 

１ 坂崎 寛治  

２ 日比野 敏夫 辞任 

３ 玉木 芳幸  

４ 富田 良一  

５ 江﨑 勇  

６ 東 一二三  

７ 若尾 茂  

８ 市原 勝美  

９ 伊藤 忠義 辞任 

１０ 梶田 達行 欠席 

１１ 右髙 一朋  

１２ 若尾 武彦       

１３ 山内 晃三  

１４ 長江 弓子  

１５ 水口 博文  

１６ 加納 洋一  

１７ 鈴木 隆  

 

 

 



 

議長 ただいまより、令和７年第３回農業委員会総会を開会する。本日は、10 

番 梶田達行委員から欠席の連絡がありましたので 15 名中 14 名の出席。従っ 

て、『農業委員会等に関する法律』第 27 条第３項の規定により過半数の出席が 

あるので、本委員会総会が成立していることを報告する。 

 

議長 次に、『多治見市農業委員会会議規則』第９条第１項による議事録署名委

員を、議長から指名してよろしいか。 

 

（異議なし） 

 

議長 それでは、１番 坂崎 寛治 委員、３番 玉木 芳幸 委員の両名を議事

録署名委員に指名する。 

 

議長 本日の議題に入る。はじめに議第８号「農地法第３条の規定による許可申

請について」を上程する。議第８号について事務局より説明願う。 

 

事務局 申請番号１ 所有権移転、■■■■■■■■■■、■■■■、■■■■、

■■■■、■■■■、■■■■、■■■■の 7筆、登記簿地目■■■■、■■■

■、■■■■：田、■■■■、■■■■、■■■■、■■■■：畑、現況地目■

■■■：雑種地、■■■■、■■■■、■■■■：田、■■■■、■■■■、■

■■■：畑、面積■■■■：426.00 ㎡、■■■■：175.00 ㎡、■■■■：419.00

㎡、■■■■：634.00 ㎡、■■■■：163.00 ㎡、■■■■：406.00 ㎡、■■■

■：168.00 ㎡、計 2,390.00 ㎡ 譲渡人：■■■■■■■■■■■■■■ ■■

■■、譲受人：■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■  

譲渡人は元々地元の方であったが、■■■に居住し、離れて農作業がやりにく

いため誰かに譲りたいと考えてみえたとのこと。譲受人は■■■市の■■■■

■■■■■に居住、■■■とは比較的近く、家も合わせて全 12 筆購入。現在も

このあたりで農業をされている。■■■と半々で居住し農業従事するとのこと。

外資系の会社の役員である。農地について、昨年までは農地のない方は３条で土

地を購入することができなかったが、昨年４月から 1,000 ㎡制限がなくなり全

く農地がない方でも購入できるようになった。現状にあるとおり■■■、■■な

どの耕作をされる予定である。 

  

議長 議第８号事案について、地元委員から意見があれば発言願う。 

 



■■■■ ■■■■さんに会いに何度もお邪魔したが会えなかった。現場は、草

刈りもしっかりやられており保全管理されている。譲受人の■■さんを存じ上

げないので、■■■町の町内会長に聞いたところ購入に際し何も問題ないとの

ことであった。一つ懸念だったのが農業を従事していない人が市街化調整区域

の土地を購入できるかであったが、事務局の説明で購入できるようになったと

のことであるし、地元も OK をだしている為大丈夫である。 

 

議長 他に発言はないか。 

 

11 番 今、管理は誰がやっているのか。 

 

15 番 ■■さんのお知り合いで、■■の■■さんでないかとのこと。現場はと

てもきれいにされている。 

 

事務局 現地確認に行った際に地図の■■■番の家の人から話を聞けたが、い

ろいろな方が管理をされているとの話であった。■■■■さんや■■さんもみ

えて一緒にこの土地の作業をしている。また■■さんは他にも土地を借りて耕

作をされているとの話を聞いてきた。 

 

議長 他に発言はないか。 

 

11 番 市街化調整区域で農振農用地であるね。 

 

事務局 一部が市街化調整区域、農振農用地域である。 

 

11 番 農振となると草刈りだけならできると思うが、所有が草刈り機だけで、

農機も何もない、できるのか疑問である。今までは２,３人で管理されていたか

ら良かったが、人手に渡るとその人だけになってしまう。移転後管理は大丈夫だ

ろうか。 

 

15 番 それは私も心配である。■■さんは現地から２・３分の所に何年か前に

空き家を一軒購入し別荘となっているが、今回■■■町に２軒目を取得され、現

在町内会長の■■■■もかなり前から知っている方だから大丈夫だとのことで

ある。 

 

事務局 今回、12 筆購入され、家は該当土地より南の方でリフォーム中である。 



 

議長 他に発言はないか。 

 

（発言なし） 

 

議長 他に発言がないので、議第８号事案について採決を行う。議第８号事案を

許可することについて、賛成の委員は挙手願う 

 

（全員挙手） 

 

議長 全員挙手により、議第８号事案は許可することに決定する。 

 

議長 次に議第９号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」を上

程する。議第９号について事務局より説明願う。 

 

事務局 申請番号１、所有権移転、■■■■■■■■、■■■番、登記

簿地目：畑、現況地目■■■番：宅地、■■■番：雑種地、面積：■■

■番：23.00 ㎡、■■■番：39.00 ㎡、計 62.00 ㎡、譲渡人：■■■■

■■■■■■■■■■■■■ ■■■■、譲受人：■■■■■■■■

■■■■ ■■■■■■■ 

 ■の■■■の駐車場の一部。現場は駐車場となっており今後もこの

まま駐車場として使われる予定。始末書をいただいており、平成 26 年

からこのような状態であるという内容である。■■■番、■■■番は

駐車場、■■■番、■■■番も一緒に■■■が購入されているようで、

工事が始まっていると聞いている。現状は農地ではないため追認の形

での許可申請となる。 

 

議長 議第９号について、地元委員から意見があれば発言願う。 

 

17 番 地目は田でなく畑でいいか。 

 

事務局 申請は田だが畑が正しい。 

 

17 番 昔は畑を隣の人が借りてやっていた。最近は隣の人が駐車場として使っ

ていた。所有者が変わればこれからはできなくなるかもしれない。 



 問題と考えるのは、譲受人が自宅の２軒を壊す予定のようだが、位置図の②の

あたりに農業用の水路があり、蓋がしてあるところとないところがある。壊すと

きにゴミが入らないように注意してほしい。蓋をしてあるところにゴミが入る

と取れなくなってしまう為お願いしたい。他は問題ないと思う。 

 

事務局 水路の件、承知した。その旨申請者の■■■に申し伝える。 

 

議長 他に発言はないか。 

 

（発言なし） 

 

議長 他に発言がないので、議第９号について採決を行う。議第９号について、

許可することに賛成の委員は挙手願う。 

 

（全員挙手） 

 

議長 全員挙手により、議第９号は許可することに決定する。 

 

議長 次に報第８号「農地法第５条第１項第６号の規定による届出について」を

上程する。報第８号について事務局より説明願う。 

 

事務局 申請番号１、所有権移転、■■■■■■■■、登記簿地目：田、現況地

目：田、面積：1,070.00 ㎡、譲渡人：■■■■■■■■■■■■■■■ ■■

■■他２名、譲受人：■■■■■■■番地の■株式会社■■■■、転用用途：店

舗用敷地 

３名で共有。株式会社■■■■■■は■製品を作って販売している会社で■

■、■■■■■などの小物を製造販売。現在は■■の近くに事務所があり、手狭

となった為購入される。■■■■■■の通路で販売され、古い建物の方でも販売。

新しい申請地では作業所で店舗兼用となる。 

申請番号２、所有権移転、■■■■■■■■、登記簿地目：田、現況地目：宅

地、面積：290.00 ㎡、譲渡人：■■■■■■■■■ ■■■■、譲受人：■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、転用用途：一般個

人住宅 

 申請番号３、所有権移転、■■■■■■■、登記簿地目：田、現況地目：宅地、

面積：322.00 ㎡、譲渡人：■■■■■■■■■■ ■■■■■、譲受人：■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、転用用途：一般個



人住宅 

 申請番号２と３を購入 ３軒の分譲住宅を建設販売。昭和 52 年当時に５条の

農転許可がでていたが、法務局の登記簿を変更していなかった為、改めて申請さ

れたもの。 

 申請番号４、所有権移転、■■■■■■■■■■、登記簿地目：畑、現況地目：

畑、面積：373.00 ㎡、譲渡人：■■■■■■■■ ■■■■、譲受人：■■■

■■■■■■■■■ ■■■■ 他１名、転用用途：一般個人住宅 

 売買で自己の住宅建設をするもの。 

 申請番号５、所有権移転、■■■■■■■■、■番、登記簿地目：田、現況地

目：畑、面積■番：99.00 ㎡、■番：26.00 ㎡、計 125.00 ㎡、譲渡人：■■■■

■■■■■■ ■■■■■■■、譲受人：■■■■■■株式会社、転用用途：宅

地分譲 

 先月の総会に諮った案件で個人の方から■■■が購入され転用される予定だ

ったが、実際に家を建て、宅地分譲する■■■■が直接申請するため■■■から

■■■■へ所有権移転したもの 

申請番号６、所有権移転、■■■■■■■■■、登記簿地目：畑、現況地目：

畑、面積：478.00 ㎡、譲渡人：■■■■■■■■ ■■■■、譲受人：■■■

■■■■■■ ■■■■、転用用途：一般個人住宅 

 申請番号４の隣の土地、自己の住宅建設をするもの。 

申請番号７、所有権移転、■■■■■■■■■、登記簿地目：田、現況地目：

畑、面積：359.00 ㎡、譲渡人：■■■■■■■■■ ■■■■、譲受人：■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■、転用用途：資材・残土置場 

現況は雑種地、■■■■■■が薪の無人販売の場所としている。資材置き場や

残土置場となっているが、現状のままとすることが転用の目的である。始末書が

出ており、令和４年から資材置き場としての現状のままである。現状に合わせた

追認の形での転用の申請である。 

 

議長 報第８号は専決事項のため、議決事項ではないが、委員から意見があれば

発言願う。 

 

11 番 申請番号 1 の■■■■■■だが、10 年程前、田んぼを作るよう言われ、

田植えをしたことはしたが、１か月もしないうちに苗が段々枯れていき、原因を

調べたところおそらく農耕地用ではなく非農地用の除草剤がまいてあったよう

だ。とてもここでは作れないということで補償をしてもらい撤退した。非農地用

の除草剤は半年以上効く、下手をすると 1 年効くかもしれない。除草剤は危険



であると感じた。非農耕地用の除草剤は値段が安い。農耕地には撒いてはいけな

い。ラウンドアップは農耕地用で高額である。 

 

議長 他に発言はないか。 

 

（発言なし） 

 

議長 発言がないので、報第８号を終了する。以上をもって、本日の議案を終了

する。 

 

議長 その他議案以外で何かあれば発言を願う。 

 

 

議長 発言が無いので、その他、事務局から連絡事項を願う。 

 

事務局 ７年度の予定を配布、まだ詳細は決まっておらず総会の開催日のみの

ご連絡である。６月だけ火曜日となっており、翌週に参議院選挙が実施されるた

めである。ご注意いただきたい。次回の総会開催日は、４月 30 日水曜日の午後

２時から。場所は本庁舎４階会議室にて開催する。 

 

議長 以上をもって、本日の第３回農業委員会総会を終了する。 

 

 以上 

 

（閉会 午後 ２時 45 分） 

 

  



 

事 務 局              

                  

事務局長 前田  剛 

書  記 藤井  憲 

      書  記  岡田  聡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月 19 日 

 

議事録署名 

   

１番 

 

３番 

 

議長 

 


